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（目的）
第１条 この法律は、適切な管理が行われていない
 空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境
 に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の
 生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活
 環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進する
 ため、空家等に関する施策に対し、国による基本指針
 の策定、市町村による空家等対策計画の作成その他の
 空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定
 めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ
 計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興
 に寄与することを目的とする。
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（市町村の責務）
第４条 市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成 
 及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関 
 する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

（協議会）
第７条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に
 関する協議を行うための協議会を組織することができる。

（立入調査等）
第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在
 及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に
 関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。
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（空家等の所有者等に関する情報の利用等）
第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のため  

   に利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等

   の所有者等に関するものについては、この法律の施行のため

   に必要な限度において、その保有に当たって特定された利用

   の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

（特定空家等に対する措置）
第１４条 市町村長は、特定空家等の所有者に対し、当該特定
   空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活
   環境の保全を図るために必要な措置を取るよう助言又は指導
   をすることができる。
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○府中市空家等実態調査（平成28年2月）

○ 府中市空家等対策協議会の設置（平成28年3月）

○府中市空家等対策計画の策定（平成29年3月）

○府中市空家等対策の推進に関する条例の制定（平成29年3月）

○特定空家等の認定（平成29年8月）

○特定空家等の略式代執行（令和元年11月）

○空き家所有者アンケート調査（令和2年2月）



特定空家等の略式代執行
（令和元年11月）
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着手前 着手後
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・空家等の現地調査（立入調査）
・固定資産税情報を利用した所有者調査
・文書による初期指導
・条例による緊急安全措置
・空き家解体補助事業（平成29年度～）

法や条例に基づく対応

H29：5件 H30：9件 

R1：15件 R2：10件（予定）
→解体済み

老朽危険空き家解体補助金



広島司法書士会との協定による相続人調査
（令和元年度～）
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・空き家を活用した移住定住DIYの開催
・所有者意向調査の実施
・空き家活用セミナーの実施

空家等の活用

・固定資産税納税通知書へのチラシの同封
・パンフレットの作成
・出前講座の実施

啓発活動

外部委託による所有者調査


